
       

 
 

 

 

  私たちが支えている社会保障（大人時代） 
 

 大人時代もいろんな社会保障制度があり、その中に身近なものとして社会保険があります。

社会保険は、大きく下記の４種類に分けられます。 

   

 

社会保険は、保険料を納めていないと給付やサービスが受けられなくなりますから、 

きちんと保険料を納めましょう。 

 

今回は、新たに制度が変わる社会保険を紹介します。 

＜父子世帯にも遺族基礎年金を支給＞ 

 これまで遺族基礎年金の支給対象外だった、妻が亡くなった父子世帯が支給対象になります。

2014 年 4 月から支給されます。（支給条件あり） 

＜高齢者医療費窓口負担＞ 

 現在は特例で 1 割に据え置かれている７０～７４歳の医療費窓口負担が、2014 年 4 月か

ら本来の 2 割に戻されます。2014 年 4 月以降の誕生日で新たに 70 歳になる人が対象です。

現在すでに７０～７４歳の高齢者は、1 割に据え置かれ、特例は今後 5 年かけて廃止されます。 
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ＬＰＡは組合員の「くらしの安心・安全」を守るお手伝いをしています。 


